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(57)【要約】
【課題】多量の蛋白質と脂質を含有する高栄養の焼き菓子において、サクサク感としっと
り感を兼ね備え、さらに焼成時の型崩れを防止された焼き菓子を提供すること。
【解決手段】原料の総固形分重量に対して、蛋白質１０～３０質量％、脂質１～３０質量
％、及び炭水化物５０～８９質量％を含有する生地を加熱焼成して得られる焼き菓子であ
って、上記炭水化物がセロオリゴ糖を１～１０質量％含有し、かつ上記セロオリゴ糖が、
セロビオースを７０質量％以上、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオース
、及びセロヘキサオースの合計を３０質量％以下含有する、上記の焼き菓子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原料の総固形分重量に対して、蛋白質１０～３０質量％、脂質１～３０質量％、及び炭水
化物５０～８９質量％を含有する生地を加熱焼成して得られる焼き菓子であって、上記炭
水化物がセロオリゴ糖を１～１０質量％含有し、かつ上記セロオリゴ糖が、セロビオース
を７０質量％以上、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオース、及びセロヘ
キサオースの合計を３０質量％以下含有する、上記の焼き菓子。
【請求項２】
上記セロオリゴ糖におけるグルコース含量が１０質量％以下である、請求項１に記載の焼
き菓子。
【請求項３】
ビスケット類、クッキー類、クラッカー類、又はウエハース類である、請求項１又は２に
記載の焼き菓子。
【請求項４】
原料の総固形分重量に対して、蛋白質１０～３０質量％、脂質１～３０質量％、及び炭水
化物５０～８９質量％（ただし、上記炭水化物はセロオリゴ糖を１～１０質量％含有し、
かつ上記セロオリゴ糖は、セロビオースを７０質量％以上、セロトリオース、セロテトラ
オース、セロペンタオース、及びセロヘキサオースの合計を０．１～３０質量％含有する
）を含有する原料に、総重量に対して８質量％以上の水を加え、混錬及び／又は均質化し
て生地を作成した後、６０～２５０℃で２～６０分間加熱焼成することを含む、請求項１
から３の何れかに記載の焼き菓子の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、食品分野における高蛋白で高栄養の焼き菓子に関する。詳しくは、本発明は
、多量の蛋白質と脂質を含有する高栄養の焼き菓子にセロオリゴ糖を含有することで、サ
クサク感としっとり感を兼ね備え、さらに焼成時の型崩れを防止された焼き菓子に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　セロオリゴ糖は、セロビオース、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオー
ス、セロヘキサオースの総称であり、グルコピラノース単位１～６個が、β－１，４結合
した少糖類である。
【０００３】
　日常生活において、栄養管理は、健康維持のために極めて重要である。食事を補給する
ための栄養食として、またスポーツ、仕事などで消費したエネルギーを速やかに補給する
ための栄養食として、各種の栄養素のバランスに優れる固形剤形態の食品が種々開発され
ている。
【０００４】
　特許文献１には、原料総固形分に対して蛋白質１０－２０重量％、脂質７－１４重量％
および糖質５５－８１重量％を含有し、この糖質中に原料総固形分重量に対して１－１０
重量％のトレハロースを含まれる生地を加熱焼成してなる高栄養焼き菓子が開示されてい
る。特許文献１には、焼き菓子は、多量の蛋白質を含有するにも関わらず、トレハロース
を配合することで、サクサクとした噛みごこち、歯当たりのクリスピーな食感等の優れた
食感を達成できるものである。しかしながら、特許文献１のトレハロースを含有した焼き
菓子では、高い脂質含量においては、焼成時の寸法安定性が不十分であった。それに対し
、本発明のセロオリゴ糖を配合した高蛋白・高栄養焼き菓子は、サクサク感に加え、しっ
とり感を付与し、さらに焼成時の型崩れを防止されたものである。このように、食感と、
寸法安定性を兼ね備えた高蛋白・高栄養の焼き菓子は知られていなかった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１９１２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、食品分野において、高蛋白で高栄養の焼き菓子を提供することである
。詳しくは、本発明の課題は、多量の蛋白質と脂質を含有する高栄養の焼き菓子において
、サクサク感としっとり感を兼ね備え、さらに焼成時の型崩れを防止された焼き菓子を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、特定組成の蛋白質、脂質及び炭水化物を含有し、焼成により得られる焼
き菓子に、特定組成のセロオリゴ糖を配合することにより、食感と焼成時の型崩れを防止
できることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は、下記の通りであ
る。
【０００８】
（１）　原料の総固形分重量に対して、蛋白質１０～３０質量％、脂質１～３０質量％、
及び炭水化物５０～８９質量％を含有する生地を加熱焼成して得られる焼き菓子であって
、上記炭水化物がセロオリゴ糖を１～１０質量％含有し、かつ上記セロオリゴ糖が、セロ
ビオースを７０質量％以上、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオース、及
びセロヘキサオースの合計を３０質量％以下含有する、上記の焼き菓子。
【０００９】
（２）　上記セロオリゴ糖におけるグルコース含量が１０質量％以下である、（１）に記
載の焼き菓子。
（３）　ビスケット類、クッキー類、クラッカー類、又はウエハース類である、（１）又
は（２）に記載の焼き菓子。
【００１０】
（４）　原料の総固形分重量に対して、蛋白質１０～３０質量％、脂質１～３０質量％、
及び炭水化物５０～８９質量％（ただし、上記炭水化物はセロオリゴ糖を１～１０質量％
含有し、かつ上記セロオリゴ糖は、セロビオースを７０質量％以上、セロトリオース、セ
ロテトラオース、セロペンタオース、及びセロヘキサオースの合計を３０質量％以下含有
する）を含有する原料に、総重量に対して８質量％以上の水を加え、混錬及び／又は均質
化して生地を作成した後、６０～２５０℃で２～６０分間加熱焼成することを含む、（１
）から（３）の何れかに記載の焼き菓子の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、多量の蛋白質と脂質を含有する高栄養の焼き菓子に、特定組成のセロオリゴ
糖を含有することで、サクサク感としっとり感を兼ね備え、さらに焼成時の型崩れを防止
された焼き菓子が得られる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明について、特にその好ましい態様を中心に、以下具体的に説明する。
　本発明は、高蛋白・高栄養で、焼成時の型崩れを防止された焼き菓子であり、それを達
成するため、生地に特定組成のセロオリゴ糖を配合するものである。
【００１３】
　本発明で用いるセロオリゴ糖は、セロビオース、セロトリオース、セロテトラオース、
セロペンタオース、セロヘキサオースの組成、ならびにグルコース含量から成るものであ
り、その組成を特定範囲に制御されたものである。また、上述の糖類で、グルコースを除
く、セロビオース、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオース、セロヘキサ
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オースは、焼成時の型崩れ防止性に優れる。
【００１４】
　本発明で用いるセロオリゴ糖は、セロビオースを７０質量％以上含む必要がある。しっ
とり感の付与は、食品中のセロオリゴ糖含量が高いほど、効果が大きくなる。セロビオー
ス含量が高いほど、上述の効果が大きくなる為、その上限は特に設定されないが、簡便な
操作で得られる範囲としては、９９．９質量％以下である。
【００１５】
　本発明で用いるセロオリゴ糖は、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオー
ス、及びセロヘキサオースの合計を３０質量％以下含む必要がある。これらのセロオリゴ
糖類は、セロビオースに対し、グルコースユニットの重合度が高いことで、サクサク感を
付与する特長がある。これらの糖類は、セロビオースに対し、さらに寸法安定性に優れる
ため、脂質含量の高い生地を用いた場合でも、焼成時に型崩れし難い。しかしながら、こ
れらの糖類は、セロビオースに対し、しっとり感を付与しにくい。従って、これらの組成
を本発明の範囲にすることで、サクサク感に加え、しっとり感と寸法安定性を兼ね備える
焼き菓子が得られるものである。好ましい範囲としては、２０質量％以下であり、より好
ましい範囲としては１０質量％以下であり、特に好ましい範囲としては、５．０質量％以
下であり、最も好ましい範囲としては、１．０質量％以下である。下限は特に設定されな
いが、本発明の効果を得るためには、０．０１質量％以上が好ましく、０．０５質量％以
上がさらに好ましく、０．１質量％以上が特に好ましい。
【００１６】
　本発明で用いるセロオリゴ糖は、グルコース含量が１０質量％以下であることが好まし
い。セロオリゴ糖中のグルコースの含量が多くなると、保存安定性が低下するためこのま
しくない。特に、長期の保存において、焼き菓子のサクサク感の損なわれる。この含量は
少ないほど、本発明の効果が大きくなる。従って、グルコース含量は、小さいほど選択賦
活の効果が促進され、好ましい範囲としては５質量％以下であり、より好ましい範囲とし
ては５．０質量％以下であり、さらに好ましい範囲としては３．０質量％以下であり、特
に好ましい範囲としては２．０質量％以下であり、最も好ましい範囲としては１．０質量
％以下である。下限は特に設定されないが、簡便な操作で得られる範囲としては、０．１
質量％以上である。
【００１７】
　以下に、本発明で用いるセロオリゴ糖、グルコース含量の分析法を記す。本発明のセロ
オリゴ糖は、純水に１質量％濃度で溶解させた後、高速液体クロマトグラフィー（クロマ
トグラフィーシステム：島津製作所（株）製　商品名　ＳＣＬ－１０Ａ、カラム：島津製
作所製　商品名　Ａｓａｈｉｐａｋ　ＮＨ2Ｐ－５０、移動相：アセトニトリル／水＝７
５／２５（容積比））で分析できる。セロオリゴ糖の糖組成は、上述の方法で得られたク
ロマトグラムにおけるセロビオース、セロトリオース、セロテトラオース、セロペンタオ
ース、セロヘキサオース、グルコースのピーク面積を質量換算し、総質量に占める、それ
ぞれの質量百分率で表される。
【００１８】
　次に、本発明で用いるセロオリゴ糖の製造方法について説明する。
　本発明で用いるセロオリゴ糖の起源には、特に制限はなく、セルロース系物質の加水分
解で製造されたもの、グルコース等の単糖類またはその誘導体を縮合または糖転移させ製
造されたものでもよいが、酵素分解法で得られたものが、安全性の点で好ましい。
【００１９】
　酵素分解に使用するセルロース系物質としては、植物性でも、動物性でもよく、例えば
、木材、竹、コットン、ラミー、ホヤ、バガス、ケナフ、麦、稲、バクテリアセルロース
等の含有する天然物由来の繊維質物質、またそれらを一旦溶剤に溶解させ再生させた再生
セルロースでも、それらの化学処理を施しセルロース誘導体としたものでもよく、上記の
うち、１種または２種以上を併用してもよい。これらの中でも、溶解または化学処理を経
ない、天然セルロース系物質を用いると、得られたセロオリゴ糖に人体に有害な溶剤また
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は化学物質が含まれないため好ましい。また、セルロース系物質は精製パルプの状態で使
用することが好ましく、パルプの精製方法には特に制限はなく、サルファイトパルプ、ク
ラフトパルプ、ＮＢＫＰパルプ等のいずれのパルプを使用してもよい。
【００２０】
　また、セルロース系物質を酵素分解する場合には、使用するセルロース系物質としては
、一旦加水分解し、平均重合度を７００以下に部分加水分解したセルロース系物質を用い
ると、セロオリゴ糖の収率を向上させる上で好ましい。さらに、該特定の重合度を有する
セルロース系物質は、平均粒子径を１００μｍ以下、コロイド状セルロース成分含有量を
１０質量％以上に制御したものを用いることが、酵素分解速度の向上、セロオリゴ糖選択
率が向上するため好ましい。
【００２１】
　本発明では、セルロース系物質の加水分解に用いる酵素をセルラーゼといい、本発明で
使用するセルラーゼとは、セルロースを分解する酵素の総称であり、セルロースへの分解
活性を有していれば、本発明でいうセルラーゼに含まれる。セルラーゼ酵素源としては、
例えば、セルラーゼ産生生菌体そのもの、セルラーゼ産生菌が分泌する酵素を精製したも
の、精製酵素を賦形剤、安定化剤等の添加剤ともに製剤化したもの等が挙げられる。セル
ラーゼ製剤品の場合、それに添加される添加剤にも特に制限はなく、その剤形は、粉末、
顆粒、液体等いずれでもよい。
【００２２】
　セルラーゼの起源についても、特に制限はないが、例えば、公知のセルラーゼを生産す
る微生物としては、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｏｄｅｒｍａ）属、アクレモニウム（Ａｃｒ
ｅｍｏｎｉｕｍ）属、アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）属、バチルス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ）属、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）属、ペニシリウム（Ｐｅｎ
ｉｃｉｌｌｉｕｍ）属、アエロモナス（Ａｅｒｏｍｏｎｕｓ）属、イルペックス（Ｉｒｐ
ｅｘ）属、スポロトリクム（Ｓｐｏｒｏｔｒｉｃｈｕｍ）属、フミコーラ（Ｈｕｍｉｃｏ
ｌａ）属、セロビブリオ（Ｃｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）属等の「セルラーゼ」（講談社サイ
エンティフィック発行（１９８７））、「セルロースの事典」（朝倉書店発行（２０００
））に記載される菌が生産するセルラーゼを挙げることができるが、セルロースを分解す
る酵素であれば、上記公知の菌由来の酵素に限らず、新規の菌由来の酵素も、本発明のセ
ルラーゼに含まれる。
【００２３】
　酵素分解方法は、公知の方法を使用すればよく、特に制限されるものではないが、一例
としては、セルロース系物質を水性媒体中に懸濁させ、セルラーゼを添加し、攪拌または
振とうしながら、加温して糖化反応を行う方法が挙げられる。
【００２４】
　上記方法において、懸濁方法、攪拌方法、セルラーゼ・基質の添加方法・添加順序、そ
れらの濃度等の反応条件は、セロオリゴ糖がより高収率で得られるよう適宜調整されるも
のである。その際の、反応液のｐＨ及び温度は、酵素が失活しない範囲内であればよく、
一般的には、常圧で反応を行う場合、温度は５～９５℃、ｐＨは１～１１の範囲でよい。
また、この圧力、温度、ｐＨについても、上記同様、セロオリゴ糖がより高収率で得られ
るよう適宜調整されるものである。
【００２５】
　上述の酵素分解により得られたセロオリゴ糖水溶液は、必要に応じて、脱色、脱塩、酵
素除去等の精製処理を施すことができる。精製方法は、公知の方法であれば特に制限され
ないが、例えば、活性炭処理、イオン交換樹脂処理、クロマトグラフィー処理、精密ろ過
、限外ろ過、逆浸透ろ過等の濾過処理、晶析処理等を使用してもよく、これらを単独で使
用しても、２種以上を組み合わせてもよい。セロオリゴ糖の精製方法の中でも、晶析処理
は、セロオリゴ糖の組成を制御しやすいため好ましい。
【００２６】
　次に、本発明の焼き菓子について説明する。
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　本発明の焼き菓子とは、蛋白質、脂質、及び炭水化物（セロオリゴ糖を含有する）を含
有し、水を配合し、混錬及び／又は均質化された生地を、型取りした後、焼成することに
より得られるものである。また、焼成後の形態は、ビスケット類、クッキー類、クラッカ
ー類、ウエハース類から選ばれる１種であることが、製造のし易さ、携帯性、食べやすさ
の点で優れている。
【００２７】
　本発明の焼き菓子は、原料の総固形分重量に対して、蛋白質が１０～３０質量％、脂質
１～３０質量％、及び炭水化物５０～８９質量％を含有する。特に蛋白質と脂質の含量は
は、高栄養組成物という点では、高いほど好ましい。しかしながら、これらの配合量が高
くなれば、本発明のサクサク感、しっとり感が損なわれやすく、焼成時の型崩れが生じや
すいため、技術的には難しくなる。従って、好ましい範囲としては、蛋白質が２１～３０
質量％、脂質が１５～３０質量％である。上記の炭水化物中にはセロオリゴ糖が１～１０
質量％含まれる。本発明のセロオリゴ糖は、本願の効果を得るために１～１０質量％添加
する必要がある。好ましくは、１～５質量％、２～４質量％である。
【００２８】
　また、蛋白質、脂質、炭水化物については、一般的に食品用途で使用されるものを用い
ることができるが、本願の配合率としては、総固形分重量に対する純分換算で調整される
ものである。
【００２９】
　本発明の目的である高蛋白・高栄養の焼き菓子を得るためには、蛋白質は、原料の総固
形分重量に対して１０～３０質量％が必要であり、１５～３０質量％が好ましく、２０～
３０質量％がさらに好ましい。脂質は、原料の総固形分重量に対して１～３０質量％が必
要であり、１０～３０質量％が好ましく、１２～３０質量％がより好ましく、１５～３０
質量％がさらに好ましい。
【００３０】
　本発明でいう蛋白質としては、通常の食品用途に使用される各種動植物性のものを用い
ることができる。例えば、植物性の蛋白質としては、大豆蛋白粉、濃縮大豆蛋白粉、小麦
蛋白粉、コーングルテンミール、分離他伊豆蛋白粉を用いることができる。また、動物性
の蛋白質としては、カゼイン、アルブミン、グロブリン等の乳蛋白、ゼラチン、全卵、卵
白、卵黄、全卵粉末等が挙げられる。これらの動植物性の蛋白質は、１種単独で用いても
よく、２種以上を併用してもよい。
【００３１】
　本発明でいう脂質は、通常の食品用途に使用される各種動植物性のものを用いることが
できる。例えば、米油、綿実油、コーン油、大豆油、オリーブ油、ヒマワリ油、カカオ油
、ゴマ油、サフラワー油、落花生油、バター、ラード、ヤシ油、ナッツ油、パーム油、菜
種油、マーガリン、バター、ラード、魚油等が挙げられる。これらの脂質は、１種を単独
で使用しても、２種以上を併用してもよい。
【００３２】
　本発明でいう炭水化物も、通常の食品用途に使用される各種植物性のものを用いること
ができる。例えば、小麦、小麦胚芽、小麦ふすま、ライ麦、カラス麦、オーツ麦、米、イ
モ類なでの澱粉類、ポリデキストロース、ハイアミロース、難消化性デキストリン、セル
ロース粉末、結晶セルロース等の食物繊維、ペクチン酸およびその塩類、アルギン酸及び
その塩類、カルボキシメチルスターチ、デンプンリン酸エステルナトリウム等のデンプン
誘導体、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチルセルロースカルシウ
ム等のセルロース誘導体、カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム、アラビアガム、
ジェランガム、カードラン等の増粘多糖類等が挙げられる。これらの炭水化物は、１種を
単独で使用しても、２種以上を併用してもよい。
【００３３】
　また、本発明の焼き菓子には、必要に応じて、他の添加剤を加えてもよい。他の添加剤
としては、例えば、本発明の効果を妨げない限りにおいて、上記の成分以外に、乳化剤、
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品質改良剤、ビタミン類、澱粉類、油脂類、ショートニング、蛋白質類、食塩、各種リン
酸塩などの塩類、乳化剤、酸味料、甘味料、香料、色素などの、食品に使用できるその他
の成分を適宜配合しても良い。さらに必要に応じて食塩、砂糖、バター、ショートニング
、マーガリン、卵製品、乳製品、グルテン、イーストフード、ドウコンディショナー、膨
張剤（ドライイースト、ペースト状イースト、ベーキングパウダー、重曹など）などを加
えても良い。
【００３４】
 その他の成分の生地組成物における配合量は、計１０質量％以下が好ましく、製造性、
機能、価格などを適宜考慮して決定すればよい。
【００３５】
　乳化剤とは、食品の乳化を目的に配合される添加物の総称であり、例えば、厚生労働省
の「指定添加物リスト」、「既存添加物名簿収載品目リスト」、「一般に食品として飲食
に供させている物であって添加物として使用される品目リスト」などに収載される食品添
加物や、ＪＥＣＦＡなどの国際機関で安全性が確認されたもの、米国・欧州などの諸外国
で使用が認可されている食品添加物で、乳化剤に区分するものがあげられる。
【００３６】
　具体的には、グリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ＰＧエステル、
ショ糖脂肪酸エステル、有機酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリグ
リセリン縮合リシノレイン酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、レシチン
類（レシチン、酵素分解レシチン、酵素処理レシチン等）、植物ステロールなどがあげら
れる。これらの中で、レシチン類は大豆、卵、乳など天然由来であるが、独特の風味が商
品に残り、その他の物質は化学合成品であるため、出来るだけ配合量を低減することが望
まれる。それ故に、本発明の乳化剤の添加量は、対粉、５質量％以下であることが望まし
い。
【００３７】
　また必要に応じて、他の品質改良剤との併用も可能である。他の品質改良剤としては、
特に限定されるものではないが、代表的なものとしては、卵白、卵黄、鶏卵（全卵）、ホ
エイ蛋白、カゼイン、カゼインナトリウム、乳蛋白、コラーゲン、ゼラチン、血漿蛋白、
グルテン、グルテニン、グリアジン、大豆蛋白、エンドウ豆蛋白、グルタチオン、システ
イン、酵素、塩化アンモニウム、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、炭酸カルシウ
ム、硫酸カルシウム、臭素酸カリウム、過硫酸アンモニウム、Ｌ－アスコルビン酸、コー
ン、澱粉類（ワキシーコーン、小麦、米、馬鈴薯、甘しょ、タピオカ等）またはそれらの
α化品・加工品・分解物、デキストリンなどがあげられる。
【００３８】
　次に、本発明の焼き菓子の製造方法について説明する。
　本発明の焼き菓子は、前記の蛋白質、脂質、およびセロオリゴ糖を含む炭水化物に、総
重量に対し、８質量％以上の水を加え、混錬及び／又は均質化し、生地を作成した後、６
０～２５０℃で、２～６０分加熱焼成することにより得られる。
【００３９】
　上述の製造方法における水の配合量は、８質量％以上が必要である。この水分量は、各
種原料を混錬及び／又は均質化する際の、潤滑剤として添加するものであり、また、この
量を適切に設定することで、適当な形態に成形・加工できるものである。例えば、クッキ
ー、ビスケットの場合は、適切な水分量としては、８～３０質量％好ましく。クラッカー
の場合は、８～４５％が好ましく、ウエハースの場合は、２００～２４０質量％が好まし
い。上限は、焼き菓子の形態により、異なるものであり、特に設定されないが、上記の携
帯・飲食しやすい形態に加工する場合には、上限は２４０質量％が好ましい。
【００４０】
　水分は、混錬前に添加しても、混錬中に添加してもよい。生地の硬さと、均質化の程度
により適宜調整されるものである。
【００４１】
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　混練方法としては、原料成分が、生地中に均一化される方法であれば、特に制限される
ものではなく、公知の方法が適用できる。例えば、まず、粉末状の原料を一旦混合し、水
または水分を含む原料を適宜添加しながら混練する。この工程で、少量であれば、手で混
練しても、プラネタリーミキサー、一軸または二軸ニーダーを使用してもよい。
【００４２】
　上記の工程を経て、得られた生地は、必要に応じ、室温以上にて、例えば３０～３７℃
にて熟成させてもよい。
【００４３】
　混練・均質化、熟成された生地は、公知の方法で成形される。成形方法についても、特
に制限はない。一般的な方法としては、圧延ローラー等の圧延方式をとっても、型に流し
こんで、成形してもよい。
【００４４】
　焼成方法は、生地の水分により異なるが、６０～２５０℃で、２～６０分間加熱される
ものである。温度は、高いほど、加熱時間が短縮されるため、１００～２５０℃、２～３
０分間が好ましい。
【００４５】
　焼成方法としては、一般的な方法を用いることができる。例えば、赤外線、遠赤外線、
蒸気、ガスオーブン等が使用できる。電子レンジ等のマイクロ波を使用してもよい。
【実施例】
【００４６】
　本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
［製造例１］
　普通寒天培地にトリコデルマ　リーセイ（Ｔｒｉｃｏｄｅｒｍａ　ｒｅｅｓｅｉ）ＧＬ
－１株（独立行政法人産業技術総合研究所　特許生物寄託センター、受託番号ＦＥＲＭ　
ＢＰ-１０３２３）を接種し、２８℃で７日間培養後、その培地表面から胞子を１白金耳
取り、ポリペプトン１ｇ、酵母エキス０．５ｇ、リン酸１カリウム２ｇ、硫酸アンモニウ
ム１．５ｇ、硫酸マグネシウム０．３ｇ、塩化カルシウム０．３ｇ、トレースエレメント
１ｍL（硼酸６ｍｇ、モリブデン酸アンモニウム４水和物２６ｍｇ、塩化鉄（３）６水和
物１００ｍｇ、硫酸銅５水和物４０ｍｇ、硫酸マンガン４水和物８ｍｇ、硫酸亜鉛７水和
物２００ｍｇを全量１００ｍＬの精製水に溶解させたもの）、アデカノール１ｍL、結晶
セルロース（旭化成ケミカルズ製　商品名ＰＨ－１０１）１０ｇを全量１Ｌの精製水に懸
濁および溶解させた培地に植菌し、２８℃で５日間通気攪拌培養した。培養中は、水酸化
ナトリウム水溶液を用いて、培地のｐＨを２．８－４．７となるように調節した。培養後
の液を遠心分離し、上清を目開き０．４６μｍの精密ろ過膜で除菌し、ろ液を分画分子量
１３０００の限外ろ過膜（旭化成ケミカルズ製　商品名マイクローザペンシル型モジュー
ル　ＡＣＰ－００１３）で体積比で１０倍濃縮し粗酵素を得た。
【００４７】
　次に、市販針葉樹由来の溶解パルプを使用し、加水分解条件を塩酸濃度０．４％塩酸水
溶液、１２０℃、１時間として、加水分解し、酸不溶性残渣を洗浄、ろ過し、ウェットケ
ークを得た。このウェットケークをセルロース１０％濃度の水分散体とし、超高性能分散
機・湿式微粉砕機（アシザワ（株）製、商品名　パールミルＲＬ　φ１ｍｍジルコニアビ
ーズ使用　充填率８０％）を使用し、圧密・摩砕処理を施し、セルロース微粒子分散体を
得た（平均重合度２２０、ジエチルエーテル可溶物含有率０．７％、平均粒子径０．７μ
ｍ、コロイド状成分含有率５１．５％）。
【００４８】
　この摩砕セルロースが２質量％、粗酵素をタンパク質濃度０．２５％になるように５０
ｍＭ酢酸－酢酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ４．５）に懸濁溶解させ、全量１０００ｍＬとし
、ガラス製フラスコに仕込んだ。このガラス製フラスコを、５５℃の水槽に仕込み、内部
を攪拌しながら４時間反応させた。反応終了後、反応液を懸濁状態で３００μＬ分注し、
限外ろ過モジュール（分画分子量１００００）を使用し、酵素、未分解セルロースを取り



(9) JP 2010-200715 A 2010.9.16

10

20

30

40

50

除いた後、高速液体クロマトグラフィーで糖濃度を分析した。該反応液の糖濃度は、セロ
トリオース～セロヘキサオース０．２質量％、セロビオース１．５質量％、グルコース０
．３質量％であった。
【００４９】
　該反応液を、分画分子量１３０００の限外ろ過膜（旭化成ケミカルズ製　商品名マイク
ローザペンシル型モジュール　ＡＣＰ－００１３）でろ過し、得られたろ液を陽・陰イオ
ン交換樹脂で脱イオン処理し、７０℃、減圧下で蒸留し、２０倍の糖濃度の水溶液を得た
。
　上記で得られたセロオリゴ糖水溶液１００ｍＬを、２００ｍＬのガラス製フラスコに導
入し、攪拌しながら、毎時１０℃の速度で、７０℃から５℃まで冷却した後、エタノール
を水に加え晶析した。水溶液中に晶出したセロオリゴ糖を、減圧ろ過、乾燥、粉砕、篩下
し、製造例１のセロオリゴ糖粉末を得た。得たれたセロオリゴ糖粉末の糖組成を表１に記
す。
【００５０】
[製造例２]
　市販のセロビオース、セロトリオース（以上Ｓｉｇｍａ Ａｌｄｒｉｃｈ製）を、カラ
ム分離した後、混合し、製造例２のセロオリゴ糖粉末を得た。得られたセロオリゴ糖粉末
の糖組成を表１に記す。
【００５１】
[製造例３]
　製造例２と同じ原料を使用して、カラム分離した後、混合し、製造例３のセロオリゴ糖
粉末を得た。得られたセロオリゴ糖粉末の糖組成を表１に記す。
【００５２】
【表１】

【００５３】
［実施例１］
　上述の製造例１のセロオリゴ糖粉末を用いて、以下の処方で、生地を作成した。
＜処方＞
脱脂粉乳（蛋白質３４質量％）　　　　　　　　　２０．０質量％
小麦粉　（蛋白質８質量％、炭水化物７６質量％）４０．０質量％
マーガリン（脂質８２質量％）　　　　　　　　　３０．０質量％
砂糖（炭水化物質量１００％）　　　　　　　　　１０．０質量％
セロオリゴ糖（炭水化物１００質量％）　　　　　　５．０質量％
炭酸水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量％
食塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０質量％
【００５４】
＜処方中の各成分含量＞
　蛋白質：１０質量％、脂質：２４．６質量％、炭水化物：６５．４質量％
【００５５】
＜試作方法＞
　まず、脱脂粉乳、小麦粉、砂糖、セロオリゴ糖をポリ袋に秤量し、３分間混合した。そ
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の後、マーガリン、炭酸水素ナトリム、食塩、水を加え、プラネタリーミキサー（フック
翼）にて、１２６ＲＰＭで、５分間混練した。
　得られた生地を、ポリ容器に入れ、７℃で２日間熟成させた。
　保存後の生地を、常温に戻し、目視で観察したところ、油分のしみだしはなかった。
　上記の生地を、３ｘ１ｘ１ｃｍ（底面積は平方３ｃｍ）の直方体に成形し、クッキング
シート上で、ガスオーブンにて、１９０～２３０℃で、１０分焼成し、焼き菓子を得た。
【００５６】
[実施例２]
　実施例１の製造方法において、セロオリゴ糖を、製造例２に変更し、同様に、焼き菓子
を試作した。
【００５７】
[比較例１]
　実施例１の製造方法において、セロオリゴ糖を、製造例３に変更し、同様に焼き菓子を
試作した。
【００５８】
 [比較例２]
　実施例１の製造方法において、セロオリゴ糖を、トレハロース（商品名トレハ　林原商
事製）に変更し、同様に焼き菓子を試作した。
【００５９】
[比較例３]
　実施例１の製造方法において、セロオリゴ糖を、ショ糖（商品名上白糖　三井製糖製）
に変更し、同様に焼き菓子を試作した。
【００６０】
＜焼成時の型崩れの評価＞
　焼成後の焼き菓子１０個を、上面から写真を取り、画像解析装置（サイエンスアイ製Ｉ
ｍａｇｅ　ＨｙｐｅｒＩＩ）を用いて、底面積を測定した。
【００６１】
　焼成前後で底面積の膨張率を比較することで、加熱・焼成時の型崩れを評価した。
　ここで、膨張率は、焼成前の底面積（３平方ｃｍ）に対する、焼成後の底面積の百分率
で表される。膨張率（％）＝焼成後の底面積（平方ｃｍ）／焼成前の底面積（平方ｃｍ）
ｘ１００　この膨張率について３０％以下が、型崩れし難いものである。
※表中の表示は、３０％以下が〇、３０％を超えるときは×とした。
【００６２】
＜官能評価＞
　実施例および比較例の焼き菓子を、官能試験により、「サクサク感／歯への付着」、「
しっとり感」を評価した。
【００６３】
１）官能試験の方法
　年齢２４～５５歳の健常者（男６名、女６名）に、実施例、比較例の焼き菓子を口に含
み、味わった後、以下の評価基準でアンケートをとった。
（サクサク感、歯への付着）
　１点：非常に歯に付着する
　２点：歯に付着する
　３点：どちらともいえない
　４点：サクサクしている
　５点：非常にサクサクしている
※判断基準は全て比較例３に対してのものである。
　平均点が３．５以上を〇、３．５未満を×とした。
【００６４】
（しっとり感）
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　１点：非常にパサパサしている
　２点：パサパサしている
　３点：どちらともいえない
　４点：しっとりしている
　５点：非常にしっとりしている
※判断基準は全て比較例３に対してのものである。
　平均点が３．５以上を〇、３．５未満を×とした。
【００６５】
「焼成時の型崩れの評価」および「官能試験」の結果を、表２にまとめて記す。
【表２】

【００６６】
［実施例３］
　上述の製造例１のセロオリゴ糖粉末を用いて、以下の処方で、生地を作成した。
＜処方＞
分離大豆蛋白粉（蛋白質８０質量％）　　　　　　２５．０質量％
小麦粉　（蛋白質８質量％、炭水化物７６質量％）４５．０質量％
マーガリン（脂質８２質量％）　　　　　　　　　３０．０質量％
砂糖（炭水化物質量１００％）　　　　　　　　　　５．０質量％
セロオリゴ糖（炭水化物１００質量％）　　　　　１０．０質量％
炭酸水素ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量％
食塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０質量％
【００６７】
＜処方中の各成分含量＞
　蛋白質：２３．６質量％、脂質：２４．６質量％、炭水化物：５１．８質量％
【００６８】
　製造例１～２のセロオリゴ糖を用いて、実施例１と同様の操作で、生地を作成し、焼成
により焼き菓子を得た。
　実施例１と同様に、型崩れの評価、官能試験を実施した。その結果、いずれの項目も〇
であり、型崩れが防止され、「サクサク感」「しっとり感」を兼ね備える焼き菓子が得ら
れた。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明によれば、食品分野において、多量の蛋白質と脂質を含有する高栄養の焼き菓子
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に、セロオリゴ糖を含有することで、サクサク感と、しっとり感を兼ね備え、さらに焼成
時の型崩れを防止された焼き菓子が得られる。
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